
（
共
済
金
を
貸
し
付
け
る
事
態
）

（
共
済
金
を
貸
し
付
け
る
事
態
）

第
十
条
の
二

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
金
融
機
関
（
預
金
保
険

法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条

第
一
項
各
号
（
定
義
）
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。）の

総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
と
す
る
。

第
十
条
の
二

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
手
続
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

一

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

か
ら
売
掛
金
債
権
等
に
係
る
債
務
の
整
理
の
委

託
を
受
け
た
弁
護
士
若
し
く
は
弁
護
士
法
人
又

は
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九

十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
司
法
書

士
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
簡
裁
訴
訟
代
理

等
関
係
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
司
法

書
士
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
弁
護
士

等
」
と
い
う
。）が
、
共
済
契
約
者
に
対
し
て
書

面
に
よ
つ
て
す
る
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通
知

一

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

か
ら
売
掛
金
債
権
等
に
係
る
債
務
の
整
理
の
委

託
を
受
け
た
弁
護
士
若
し
く
は
弁
護
士
法
人
又

は
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九

十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
司
法
書

士
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
簡
裁
訴
訟
代
理

等
関
係
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
司
法

書
士
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
弁
護
士

等
」
と
い
う
。）が
、
共
済
契
約
者
に
対
し
て
書

面
に
よ
つ
て
す
る
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通
知

二

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

と
当
座
取
引
を
有
す
る
取
引
金
融
機
関
が
、
当

該
金
融
機
関
が
手
形
交
換
を
行
つ
て
い
る
手
形

交
換
所
に
対
し
て
書
面
に
よ
つ
て
す
る
災
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
で
手
形
、
小
切
手
そ

の
他
手
形
交
換
所
に
お
い
て
そ
の
表
示
す
る
金

額
に
よ
る
決
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
証
券
又

は
証
書
の
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通
知

二

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

と
当
座
取
引
を
有
す
る
取
引
金
融
機
関
が
、
当

該
金
融
機
関
が
手
形
交
換
を
行
つ
て
い
る
手
形

交
換
所
に
対
し
て
書
面
に
よ
つ
て
す
る
災
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
で
手
形
、
小
切
手
そ

の
他
手
形
交
換
所
に
お
い
て
そ
の
表
示
す
る
金

額
に
よ
る
決
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
証
券
又

は
証
書
の
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通
知

三

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

の
代
表
者
の
全
員
（
当
該
事
業
者
が
個
人
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
個
人
）
が
特
定
非

常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図

る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
特
定
非
常
災
害
に
よ
り

死
亡
し
た
場
合
又
は
生
死
不
明
若
し
く
は
所
在

不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
の

た
め
に
弁
護
士
等
が
、
共
済
契
約
者
に
対
し
て

書
面
に
よ
つ
て
す
る
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通

知

三

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

に
係
る
電
子
記
録
債
権
を
法
第
二
条
第
二
項
第

三
号
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記
録
機
関
で
取
り

扱
う
金
融
機
関
が
、
当
該
事
業
者
が
災
害
に
よ

り
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
電
子

債
権
記
録
機
関
に
対
し
て
書
面
又
は
電
磁
的
方

法
に
よ
つ
て
す
る
電
子
記
録
債
権
の
支
払
を
停

止
す
る
旨
の
通
知

２

前
項
の
書
面
に
は
、作
成
の
年
月
日
を
記
載
し
、

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
手
続
に
あ
つ
て
は
弁

護
士
等
が
、
同
項
第
二
号
の
手
続
に
あ
つ
て
は
当

該
金
融
機
関
を
代
表
す
る
者
が
署
名
し
、
又
は
記

名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

共
済
契
約
者
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者

の
代
表
者
の
全
員
（
当
該
事
業
者
が
個
人
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
個
人
）
が
特
定
非

常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図

３

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
書
面
に
は
、
作
成

の
年
月
日
を
記
載
し
、
弁
護
士
等
が
署
名
又
は
記

名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
一
条

第
二
号
に
定
め
る
日
（
平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
特
定
非
常
災
害
に
よ
り

死
亡
し
た
場
合
又
は
生
死
不
明
若
し
く
は
所
在

不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
の

た
め
に
弁
護
士
等
が
、
共
済
契
約
者
に
対
し
て

書
面
に
よ
つ
て
す
る
支
払
を
停
止
す
る
旨
の
通

知
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